
【第1号議案】

建築基準法第52条第１項第八号
に基づく容積率の変更

建築建築基準法第52条第１項第八号に基づく
容積率の変更の概要
■改正の理由

■改正内容

現行の容積率（100％）は、基山町のまちづくりの方針に即して平成１６年に定められ
たものである。その後の土地利用方針の変化等に伴い、基山町の総合計画において産業用
地の拡大がまちづくりの方針と掲げられた。その後、基山町の都市計画マスタープランが
改定され「容積率の緩和を検討」と位置付けられると共に、県に対して協議があったこと
を受け、基山町内の用途地域の指定のない区域の容積率を変更する。

基山町内の一部の区域について、指定容積率を変更することとした。
（改正前）容積率100％（全域）

⇒（改正後）容積率200％（県道久留米基山筑紫野線以東（一部追加あり））
容積率100％（その他）
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建築基準法第52条
第五十二条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号
に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第
五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たり
その床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含
む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近
隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍
以下でなければならない。

一〜七略
八 用途地域の指定のない区域（※）内の建築物 十分の五、十分の八、十分の十、十分の二

十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域
を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

※用途地域の指定のない区域＝白地地域

市町の意見をもとに、まちづくりの方針に整合させながら、県が白地地域の容積率を
指定。

白地地域における建築形態規制
•佐賀県では、都市計画区域のうち白地地域において、無秩序な
農地等の改廃を防止し、良好な住環境を確保するため、地域の
実情に応じた適正な建築形態規制値（建ぺい率、容積率など）
の指定を行っている。

•現行の建築形態規制値は県都市計画審議会の議を経て定められ、
平成１６年５月１日より適用となっている。

区分 根拠法令 決定権者
用途地域 都市計画法 市町

用途地域以外
（白地地域）

建築基準法 特定行政庁
(基山町の場合、県)
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建築形態規制値指定の基本的な方針
•上位関連計画及び市町の土地利用計画との整合を図る。
•過度の制限とならないよう、地域の実情に応じた基準を指定す
る。（既存不適格建築物３％以下）

•良好な住環境を保持するため、土地利用の状況等に応じた区分
により基準を指定する。

•地元市町や地域住民の意見を尊重・反映する。
•複数の数値を指定する場合の境界は原則として、地形や字など、
誰もが分かりやすい設定を行う。

•用途地域と接している白地地域は、その用途地域との連続性を
図る。

基山町の建築形態規制値
• 現行の規制値は 建ぺい率６０％ 容積率１００％

（理由）
• 用途地域以外（白地地域）は市街化調整区域に指定されており、無
秩序な市街化を抑制する地域であるため

（参考）
• 隣接する鳥栖市の規制値は基山町と同様の考えであるが、九州横断
自動車道以南及び県道久留米基山筑紫野線以東の白地地域は、今後
も市街化区域周辺の市街化が予想され、市のまちづくりに関する将
来的な考え方から、下記のとおり緩和されている。

建ぺい率６０％ 容積率２００％
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（補足）市街化区域・市街化調整区域
•市街化区域：すでに市街地を形成している区域及びお

おむね10年以内に優先的かつ計画的に市
街化を図るべき区域。
（都市計画法第7条第2項）

•市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域。
（都市計画法第7条第3項）

基山町（全域）
建ぺい率６０％ 容積率１００％

鳥栖市（高速以北かつ県道久留米
基山筑紫野線以西）
建ぺい率６０％ 容積率１００％

鳥栖市（上記以外）
建ぺい率６０％ 容積率２００％

筑紫野市（全域）
建ぺい率６０％ 容積率２００％

小郡市（全域）
建ぺい率７０％ 容積率２００％

周辺都市の白地地域の建築形態規制状況
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基山町の容積率の見直しについて（１）
土地利用方針の変化等に伴い、基山町の総合計画において産業用地の拡大
がまちづくりの方針と掲げられた。

• 町都市計画マスタープランの改定
「容積率の見直しを検討」と計画に位置付け

• 町より規制値の見直しについて協議

⇒当初指定の方針、国の技術的助言を踏まえ見直しを実施

【参考】技術的助言（抜粋）H13
白地地域について法改正の施行後に定められた容積率制限等については、

建築物の集積の状況の変化や土地利用の方針の決定などを踏まえつつ必要
に応じて制限を見直すこと。

基山町の容積率の見直しについて（２）
⇒周辺都市の規制値に合わせ、県道久留米基山筑紫野線より東側
の白地地域について、容積率を２００％に見直す。

•無秩序な市街地の拡大の防止や良好な住環境の確保については、
「市街化調整区域における地区計画の運用基準」の適切な運用
により引き続き取り組んでいく。
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容積率100％
容積率200％

3 1

1

24

変更案
変更 前 変 更 後

容積率を100％から200％に変更する区域：県道久留米基山筑紫野線（①）以東及び基山グリーンパー
クを縦断する都市計画道路黒谷線（②）と県道基山公園線（③）、県道基山平等寺筑紫野線（④）に囲
まれた区域。

スケジュール
•令和５年３月１７日 （町）都市計画マスタープラン改定

•令和５年３月２３日 （県）都市計画審議会
〜３１日 告示決裁

•令和５年４月１日 新規制値施行（予定）

（緩和の変更となるため、周知期間は設けない。）
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基山町都市計画マスタープラン
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基山町都市計画マスタープラン



平成 13 年 5 月 15 日 国住街第 40 号 
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について（抜粋） 

 
第 4 白地地域内の建築物の制限について（法第 52 条、第 53 条、第 56 条、第 56 条の 2、
別表第 3 及び別表第 4 関係） 
 白地地域においては、モータリゼーションの進展やこれまでの開発行為の積み重ねなど
により、戸建て住宅等が集合的に立地する地域、農業用施設、小規模な店舗や工場などが混
在して立地する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域がみられるところである。 
 また、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な住宅との間で日照等の
相隣関係上の問題、交通の局所的混乱などを招くとともに、将来的に用途地域を指定した際
に周辺建築物との建築規制上の不均衡が生ずるといった問題がある。 
 こうしたことから、白地地域において容積率制限（法第 52 条）400％、建ぺい率制限（法
第 53 条）70％を原則とするのではなく、特定行政庁が土地利用の実態に即して規制を適用
する仕組みとするとともに、適用可能な数値を追加し、きめ細かな規制を可能とし、道路斜
線制限（法第 56 条第 1 項第一号）、隣地斜線制限（法第 56 条第 1 項第二号）及び日影規制
（法第 56 条の 2）についても、上記のような課題に対処するため、容積率制限及び建ぺい
率制限と相まって効果的な制限となるよう、併せて必要な見直しを行ったものである。 
 このような趣旨に鑑み、次の点に留意の上、制度の適切な運用に努められたい。 
 

（1） 白地地域は一般的に将来の市街地像が明確になっていない地域であることから、
容積率制限、建ぺい率制限、道路斜線制限、隣地斜線制限及び日影規制（以下、「容積
率制限等」という。）を定めるに当たっては、土地利用の状況等を考慮することとして
いる。 

  具体的には、地域に存する建築物の用途、規模又は形態、土地利用の状況、道路等
公共施設の整備状況及び交通の現況を調査すること。その上で、これらの調査結果、当
該地域において確保すべき市街地環境の水準、今後建築されることが予想される建築
物の用途、規模又は形態、土地利用の動向、用途地域が指定されている隣接地域や既に
制限の強化が図られている地域などにおける容積率制限等との連続性を勘案すること。 

 さらに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の位置付け、将来の開発構想、土
地利用の構想等がある場合には、これらとの整合を図りつつ、以下の区分に応じた事項
に留意の上、適切な数値を定めること。 

 
イ 現に低密度な土地利用が相当程度されている地域 

 現に低密度な土地利用が相当程度されている地域で、都市的土地利用が行われる
見込みのない地域については、良好な環境を保護するために低層住宅地に定められ
る制限と同等程度の制限を定めること。 
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ロ 現に低層住宅や中層住宅等が立ち並んでいる地域 
 現に低層住宅や中層住宅等が立ち並んでおり、高層建築物が建築されることによ
り当該低層住宅等に係る住居の環境を著しく害するおそれがある地域又は地域内若
しくはその周辺に十分な公共施設がなく、高層建築物が建築されることにより交通
上、安全上、防火上又は衛生上著しい支障を及ぽすおそれがある地域については、
当該低層住宅等にかかる環境を保護するため住宅地に定める制限と同等程度の制限
を定めること。 

ハ 現に比較的高度利用されている地域 
 幹線道路の沿道や地方都市の中心部等で現に局所的に高度利用されている地域に
ついては、当該土地利用の状況に応じた制限を定めること 

ニ イ、ロ及びハの区分の他、地域の土地利用の状況及び動向、道路等公共施設の整備
状況又は整備の動向、交通の現況及び動向等に応じ、当該地域の環境の保持のため適
切な制限を定めること。 

 
（2）白地地域について改正法の施行後に定められた容積率制限等については、建築物の

集積の動向の変化や土地利用の方針の決定などを踏まえつつ必要に応じて制限を見直す
こと。 

 
（3）白地地域における容積率制限等を定めるに当たっては、都道府県都市計画審議会（市

町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあっては、
当該市町村都市計画審議会）の議を経ることとしているが、必要に応じて利害関係者の
意見を聴取することが望ましいこと。 

 
（4）現行の白地地域においては、改正法の施行後 3 年以内に容積率制限、建ぺい率制限、

道路斜線制限、隣地斜線制限及び改正法の施行の際現に法第 56 条の 2 第 1 項の規定に
より条例で指定されている区域のうちの白地地域における日影規制を見直すべき旨の経
過措置が設けられているところであるが、改正法施行後の都市計画の変更等による白地
地域については、当該経過措置は適用されず、白地地域の都市計画決定に合わせ、容積
率等の制限を定めなければならないので留意されたい。 
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基山町　市街化調整区域における地区計画の運用基準（抜粋）
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